
「産業保健」とは「健康で安心して働ける職場づくり」

産業保健の把握・課題解決に！おすすめリーフレット！

皆様、こんにちは。今回はすべての労働者が健康で安して働くことのできる職場をつくる「企業の産業保

健」がテーマです。経営者の方々が産業保健で行うべきことを軽視し実施せずにいると、内容によっては処

罰を受けるだけでなく、過労死等の問題が起これば、莫大な損害賠償責任の追及という経営上の重要なリス

クにもつながりかねません。企業における産業保健部門や産業保健活動を削減すべきコストとして捉えるの

ではなく、新たな付加価値の創造や生産性向上に直結する将来に向けた重要な投資として位置づけ、積極的

に産業保健に取り組むことが必要です。

主な産業保健活動

１．労働基準法、労働安全衛生法等を遵守
①安全衛生管理体制の整備

企業規模や業種に応じて、産業医、安全管理者、衛生

管理者等の選任や各委員会の開催

②安全衛生マネジメントシステムの実施

安全衛生リスクの低減による事故や健康障害の削減

各種健康診断の実施とその結果の事後措置

有害環境においては環境測定の実施と環境改善

２．各社のニー ズに合わせた安全衛生対策

安全衛生優良企業公表制度

厚生労働省が労働安全衛生に関して積極的な取組を

行っている企業を認定・公表している制度です。

優良企業に認定されると、

厚生労働省のホームページで

企業名が公表されるほか、安

全衛生優良企業マークが名刺

や商品などに使用でき、様々

な場所でＰＲできます。

産業保健は企業の規模や業種によって求められている事項が異なります。

自社に必要な事項を確認し、取り組みを進めましょう！

さんぽセンターのホームページにお役立ちリーフ

レットを掲載しています！ぜひご活用ください。

URL:https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/ 

johoteikyo/tabid/1293/Default.aspx

検索安全衛生優良企業公表制度詳細は

マンネリになりがちな

衛生委員会の見直しに

50人未満規

模の会社を
対象にした
産業保健の
マニュアル

産業医への相談や

指導に向けて

Plan（計画）→ Do（実行）→  

Check（評価）→ A c（t 改善）

独立行政法人 労働者健康安全機構

愛知産業保健総合支援センター
〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル２階

TEL：052-950-5375 FAX：052-950-5377

ご利用時間 午前8時30分～午後5時15分（毎週土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
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